
 

令和４年度第３回 

四街道市国民健康保険運営協議会会議録 

１．開催日時  令和５年２月２１日（火） 午後２時３０分から午後３時４５分 

２．開催場所  四街道市役所 障害者支援課２階会議室  

３．出席者 

《出席委員》 

     塚本会長、酒井職務代行、原委員、松田委員、 

佐久間委員、川上委員、程田委員、木川委員 

《事務局》 

     山﨑健康こども部長、川田副参事、 

髙橋国保年金課長、成島課長補佐、櫻井係長、片倉主任主事、鈴木主事 

 

４．傍聴人  ０名 

５．議題  （１）四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例について（諮問） 

      （２）四街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則について（諮問） 

      （３）令和５年度四街道市国民健康保険特別会計予算（案）の概要について（報告） 

      （４）令和５年度四街道市国民健康保険事業計画（案）及び四街道市国民健康保険 

事項別実施計画（案）について 

（５） 報告事項 

・データヘルス計画及び特定健診実施計画の策定について 

・千葉県内市町村の税率改定の状況について 

６．審議の経過 

     別紙のとおり 
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令和４年度第３回国民健康保険運営協議会会議録 

             令和５年２月２１日（火）   

午後２時３０分から午後３時４５分   

四街道市役所 障害者支援課２階会議室  

 

--- 開会 --- 

 

--- 会長挨拶 --- 

 

--- 部長挨拶 --- 

 

本日は、定数１０名中、８名の委員の方々に御出席いただいております。 

四街道市国民健康保険条例施行規則第９条に規定する定足数であります委員

の半数５名に達しておりますので、会議は成立いたします。 

四街道市国民健康保険条例施行規則第７条の規定により、会長が議長を務め

ることになっております。会長、この後の議事進行をよろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは、皆さま改めてよろしくお願い致します。 

はじめに会議録作成についてですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関す

る指針」により会議録を作成することとされております。また、発言者名につ

いては、同指針の解釈運用基準の規定により、原則として明記することとなっ

ております、本協議会においても明記する取扱いとすることを令和３年度第１

回の会議で確認しております。 

 

さて、本日の会議に傍聴者はいらっしゃいますか。 

 

 

本日の傍聴者はいらっしゃいません。 

 

 

それでは、この会議は運営協議会運営要領第３条の規定により、公開するこ

とになっておりますところ、本日の運営協議会の傍聴希望者はいませんので、

このまま続けさせて頂きます。 

 

それでは、次第の４．諮問について、事務局より説明をお願いします。 

 

本日は公務により、市長は出席できませんので、議事に先立ち、諮問事項に

ついて健康こども部長より諮問させていただきます。 
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--- 諮問書の読上げ --- 

 

それでは、次第の５、議題の（１）「四街道市国民健康保険条例の一部を改正

する条例について」を議題としますが、議題（２）の「四街道市国民健康保険

条例施行規則の一部を改正する規則について」と関連がありますので、一括議

題といたします。 

これらの議題については、諮問事項となっております。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

国保年金課長の髙橋です。 

議題（１）「四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」及び

議題（２）「四街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則について」

を一括してご説明いたします。 

 

--- 説明 --- 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問がございましたら挙手をお願いしま

す。 

 

出産育児一時金の過去の支給実績が年々減っていますが、コロナの影響もあ

ったと思いますが、今後回復しそうなのでしょうか。見識を伺いたい。 

 

国保に加入している世帯数が減ってきていることと、加入者の中の若年層が

少ないことから、今後も出産育児一時金は、増えていくとは考えていません。 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

---   特になし   --- 

 

ほかにご質問はありませんね。 

この議題につきましては諮問を受けておりますので皆様にお諮りしたいと思

います。「四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」、及び「四

街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則について」、当協議会と

して、事務局案が妥当である旨、市長に答申することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

 

全員賛成です。 
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議長 

（塚本会長） 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

     

 

事務局 

（髙橋課長） 

 

 

 

 

議長 
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木川委員 
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（髙橋課長） 

 

木川委員 

 

事務局 

（髙橋課長） 

 

また、答申書の作成につきましては、私に一任いただきたいのですが、皆さ

まよろしいですか。 

 

---   異議なし   --- 

 

それでは、そのように扱わせていただきます。 

続いて、議題（３）「令和５年度四街道市国民健康保険特別会計予算（案）の

概要について」を議題とします。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

課長の髙橋です。 

議題（３）「令和５年度四街道市国民健康保険特別会計予算（案）の概要につ

いて」をご説明します。 

 

---   説明   --- 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

まず歳入の法定外繰入と歳出の保健事業費の関係についてなのですが、資料

４の歳出の保健事業費が令和４年度より令和５年度が増加しています。その財

源となる歳入のその他法定外繰入れが増加ではなく、減額となっているのはな

ぜですか。 

 

法定外繰入れは保健事業に充てるものですが、令和４年度は特定健康診査の

未受診者勧奨の予算について予定通り執行できなかったため、令和５年度当初

予算においては減額したためです。 

 

最下部、国民健康保険財政調整基金の状況について、令和５年度の予算なの

で、令和３年度と令和４年度ではなく、令和４年度と５年度の記載にしてはど

うですか。 

 

次年度の会議資料では、そのようにできるように検討します。 

 

 

令和６年度以降の財政調整基金の積立ての見通しについて教えてください。 

 

令和５年度では税率を据え置くことで１億 5,700万円程度基金から繰り入れ

る予定で、その結果約 8,900万円の基金残高となる見込みです。予算編成にお

いては想定収納率を低くしているなどの理由により、財政調整基金からの繰入
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れを多くしないと成り立たない形になってしまっています。今後は財政担当課

と調整して、より現実に近い数字で予算を作り、なるべく財政調整基金を使わ

ないで予算を組めるようにしたい。今後の見込みは、収納率は上がってきてい

るが加入者は減っているので調定額は減少しています。収納率が上げっていけ

ば、財政調整基金はより多く残っていくものと考えています。 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

 

資料４の５ページの出産育児一時金の件数が７５件になっていますが、予算

額からみると６３件ではないですか。 

 

予算要望額は出産育児一時金を従来の４２万円で要望しているので、７５件

と記載しています。その後、国から通知があり、出産育児一時金を５０万円に

することとなったため、件数に相違が生じています。 

 

資料がわかりづらく申し訳ありませんでした。 

気を付けたいと思います。 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

---   特になし   --- 

 

それでは、ご質問・ご意見は出尽くしたようですので、「「令和５年度四街道

市国民健康保険特別会計予算（案）の概要について」は以上とします。 

続いて、議題の（４）「令和５年度四街道市国民健康保険事業計画（案）及び

四街道市国民健康保険事項別実施計画（案）」を議題とします。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

課長の髙橋です。 

議題の（４）「令和５年度四街道市国民健康保険事業計画（案）及び四街道市

国民健康保険事項別実施計画（案）」をご説明します。 

 

---   説明   --- 

 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

 

資料４の予算との関連で保健事業費の糖尿病性腎症重症化予防事業の対象者

の予定人数を 10名としている根拠を教えてください。 
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議長 

（塚本会長） 

 

 

 

この事業は、国保加入者の集団健診や個別健診の受診結果や糖尿病で通院し

ていると思われる方のレセプトデータを抽出して候補者を選定していますが、

令和４年度においては 161名の方を抽出しました。糖尿病の治療中の方を対象

としていますので、主治医から患者さんに本事業について説明していただき、

希望があれば事業に参加していただきます。その人数が予算上 10名となりま

す。なお、令和３年度の申込があったのは５名でした。 

 

事業の評価はどのようにしていますか。 

 

直接治療を行っているのは主治医なので、主治医との連携により評価をしま

す。 

 

来年度から歯科もこの事業に取り入れていただけると思っていますが、何か

決まっている事業はありますか。 

 

歯科との連携事業につきましては県内における他市の事業実績がないことか

ら全国の事業実績を調査しているところでございますが、来年度に次期データ

ヘルス計画の策定を予定しておりますので、その中に事業を組み入れたいと考

えております。 

 

近いうちに歯科との取り組みも検討してくれるということで期待していま

す。日本歯科医師会の外郭団体の「８０２０（ハチマルニマル）推進財団」の

資料を参考にしながら、検討してください。 

 

令和５年度策定の次期計画に盛り込めるように、検討して参ります。 

 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

 

資料５－１の事業計画案の基本方針について、令和５年度の保険税率を据え

置ききとした、本市の考え方がはっきりと示されており、収納率向上を図るこ

とや、保健事業では医療費適正化推進といった、はっきりとした目標を掲げて

いるため、賛意を表したいと思います。 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

 

--   特になし   --- 
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議長 
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議長 

（塚本会長） 
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議長 

（塚本会長） 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

それでは、ご質問・ご意見は出尽くしたようですので、「令和５年度四街道市

国民健康保険事業計画（案）及び四街道市国民健康保険事項別実施計画（案）」

は以上とします。 

続いて、議題の５．報告事項について議題といたします。 

それでは、事務局からの説明を求めます。 

 

 

国民健康保険係長の櫻井です。報告事項の「データヘルス計画及び特定健診

実施計画の策定について」と、前回ご要望のありました、「千葉県内の市町村に

おける税率改定の状況」についてご説明いたします。 

 

---   説明   --- 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

資料７－２の一番下に「市原市調べ」とありますが、協議会の要望により市

原市から資料を取り寄せてくれたことに感謝を申し上げます。 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

 

--   特になし   --- 

 

他にご質問・ご意見はないようです。それでは最後になりますが、次第の６．

その他について事務局から何かございますか。 

 

ありません。 

 

 

委員の方からは何かございますか。 

 

 

---   特になし   --- 

 

それでは、本日の会議は以上としたいと思います。 

闊達なご意見、ありがとうございました。 

 

 


